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 メール受領した領収書は打ち出しても不可に 
電子帳簿保存法の改正 
今月は経理業界では影響の⼤きい電子
帳簿保存法の改正について解説します。 

電子帳簿保存法とは、その名の通り会
社や個⼈事業主の経理において、原則
紙での保存が義務付けられている請求
書や領収書などの帳簿書類を PDF等
のデータ保存でOK とする法律です。こ
の時点で古臭い規則だなと思いますが、
経理や税務の世界はまだまだこんなもの
です。それでも徐々に IT 化が進んできて
おりその中の一つの改正として 2022 年
1 月から施⾏となります。 

内容としては上図のとおり、請求書等を
スキャナーで PDF にして保存したり、ス
マホで写真を撮ってそのデータを保存し
たりすることで OK になります。しかし、実
務上最大の注意点が 2 つあります。そ
れは①メール等で受領する請求書,領収
書は必ずデータで保存（打ち出した紙
やその紙を PDF で保存するのは不
可）②PDF 等で保存する際に改ざん防
止措置が必要という点です。 

今後はクラウド保存か 
まず①について、メールで来た請求書
等（Amazon での購入等）を打ち
出して保存するのが不可ということであ
れば、そのメールやデータそのものを
保存する必要があり、⼤型の自社サ
ーバーか外部クラウドが必須ということ
になります。そして、②改ざん防止措
置とは、国推奨のタイムスタンプとい
う謎の有料サービスを使うか、データ
の削除等を⾏った場合にそれが必ず
把握できるシステム（要はクラウド）
で保存する等が求められます。 

したがって、一般的な中小企業や個
⼈事業主において両方の要件を備え
るためには、今後はドロップボックスなど
のクラウドストレージサービスを利⽤し
てデータの保存を⾏っていくことになる
でしょう。なお、これはあくまで法⼈税
や所得税に関する規定で、ｲﾝﾎﾞｲｽ制
度が始まる消費税の仕入税額控除
については打ち出した紙での保存が認
められます。でも消費税だけ OK だとし
ても無意味では…(笑) 

今月のコメント 
私は⾞を持っていないのでカーシェアを多用
しているのですが、先日近くのカーシェアに
導入された電気自動⾞に乗る機会があり
ました。初めての電気自動⾞でしたので多
少不安もありましたが予想以上に快適でし
た。まず⼤きなコンセントで充電してますの
でそれを外して乗るというのも新鮮で、その
後エンジンを掛ける訳ですが、電気なので
エンジンはなく電化製品の電源を入れる感
じで音や振動がほとんどありません。乗⾞
中も音や振動がなく快適ですし、心配して
いた運転も普通の⾞と⼤差はありませんで
した。自動⾞業界は 100 年に一度と言
われる⼤変革期だそうですが、近い将来す
べての⾞が環境に良い電気自動⾞になる
日も近いかもしれませんね。 
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